
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

な よ ろ の 除 雪 
除雪についての情報やお知らせを「なよろの除雪」と題して発行しています。 

 

 

 

名寄の除雪について 

 
 

みなさん、お元気ですか？すっかり寒くなりました

ね。温かい食べ物が恋しい季節です。たくさん食べ

て適度な運動をして健康に気を付けてくださいね！ 

な
よ
ろ
の
除
雪
の
主
な
歴
史 
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編集 建設水道部都市整備課 

電話 01655-3-2511（代表） 

FAX   01655-3-3450 

e-mail  ny-douroiji@city.nayoro.lg.jp 

 

○昭和 33年、名寄地区除雪の始まり。 

       ・自衛隊の地区施設隊の訓練の一環として平成 

元年まで続けられました。 

○昭和 37年、直営による除雪を本格的に開始。 

○昭和 63年、名寄地区の排雪が始まる。 

○平成 5年、スリップ防止のため、ビリ砂散布を開始。 

○平成 15年、名寄地区除排雪を全面民間委託。 

○平成 20年、風連地区除排雪を全面民間委託。 

○平成 24年、観測史上最大の積雪 151㎝を記録。 

○平成 29年、3年間の試行期間を設け、レンタル＆ゴー 

事業を開始。 

○平成 30年、西 16条南 9丁目に市民雪堆積場を新設。  

◆除雪出動の流れ 

名寄の除雪は、かき分け除雪を採用して

います。かき分け除雪とは、道路に降った雪

を機械でかき分け車道幅員を確保する方法

です。家の前に残った雪の処理について

は、市民の皆様にご協力お願いしておりま

す。 

雪道パトロール 

天気予報や日中の 

降雪量を確認 

夜 0：00位から 

名寄全体をパトロール 

朝 2：00位まで出動し、通学路は 

朝 7：30 までに終了を目標とする。 

風連地区は朝 3：00 までに出動。 

 
降雪のチェック 

除 雪 出 動 

除雪延長 

（名寄地区計 278.5㎞路線数 486本） 

（風連地区計 155.2㎞路線数 162本） 

出動基準 

概ね 10㎝前後の降雪または吹き込み 

状況により出動。 

 

 

 

 

 

 

 

全ての業務の中で電話応対は、一番緊張することかもしれま

せん。相手の顔が見えない分、本当の気持ちが伝えられず、沈

黙を避けようと自分本来のペースで、話せなかったりするからで

す。急な質問に答えられるように資料を手元に用意していても

コール音が鳴り受話器を取ろうとした時に資料を落としてしまう

ことも…。 

問題点のある場所の特定をするために住所と番地をお聞きして

います。「現場に行けば、すぐわかる。」と言われて、現場らしき

場所に着いてもわからないことが多々ありますので、念のため

に通報していただいた方の電話番号をお聞きしています。 
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勉 

強 
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除
雪
サ
ー
ビ
ス
等
助
成
事
業
の
ご
紹
介 

市では、道路除雪後の門口除雪や屋根の雪おろしを指定業者と契約する場合の費用の一部を助成する

助成券を交付しています。下記の基準に該当し、希望する方はお申込みください。 

 
除雪助成券   世帯全員が右の①～⑤のいずれかに該当 

する方で昨年中の世帯の総収入が基準額以下の世帯で除雪が 

困難であり家族からの援助が受けられない方。 

（2万 6,000円、風連地区で手作業を利用する場合は 

9,000円、利用期間は、11月 1日～翌年 3月 31日） 

 

屋根雪おろし助成券   世帯全員が右の①～⑥のいずれか

に該当する方で昨年中の世帯の総収入が基準額以下の世帯で除

雪が困難であり家族からの援助が受けられない方。（2,500円の助

成券４枚、利用期間は 12月 1日～翌年 3月 31日） 

 

 

収入基準額等の条件が

あります。お問い合わせは 

① 70歳以上の方 

② 身体障害者手帳１、2 級又は体幹機能障がい

の 3級を有する方 

③ 精神障害者保健福祉手帳1級又は療育手帳Ａ

を有する方 

④ 要介護認定が要介護１から要介護 5 までの方 

⑤ 65歳以上で虚弱と認められる方 

⑥ 認知症高齢者自立度Ⅱ以上の方 

 

名寄庁舎 2階 高齢者支援課高齢福祉係 

ＴＥＬ０１６５４－３－２１１１（内線３２３１） 

風連庁舎 1階 地域住民課 福祉係 

ＴＥＬ０１６５５－３－２５１１（内線２２１２） 

 

個人や団体向けの助成事業 

排雪ダンプ助成事業のご紹介 

住宅の排雪作業を実施する場合に排雪ダン

プにかかる費用の一部を助成します。 

○一般住宅の排雪作業を 

行う場合排雪ダンプ一台当たり 

2,000円の助成 

○店舗併用住宅の排雪作業を 

行う場合排雪ダンプ一台当たり 

1,000円の助成 

 

お申し込みは、指定業者さ

んへ直接連絡を取っていただ

きますが、指定業者さんの連

絡先は来月号に詳しく掲載い

たします。 

 

 

オフシーズンに行う道路修繕等について 

 

 

4月から 11月末までは除排雪の準備期間となります。昨シーズン

の不具合箇所改善に取り組んでいます。一か所でも多くできれば除

排雪作業効率アップにつながると考えています。 

  

オペレー

タ ー の 方

がボランテ

ィアで修繕

して頂ける

こ と も あ

り、とても

感謝 し て

います。 

 

雪堆積場の地盤強化を例年行っています。 直営班での修繕作業 
 

この時期は、

道路が痛みや

すくなります。

十分速度を落

として走行をお

願いします。 

 

 

 
ご注意ください。 


